
兵庫県 福祉部 高齢政策課

介護人材確保・職場環境改善等事業及び
介護職員等処遇改善加算について



Hyogo Prefecture

【今後の予定】
３月１３日より、県 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（ﾘﾝｸ先参照）で様式及び申請ｽｹｼﾞｭｰﾙ等をお知らせします。
※提出先についてはｼｽﾃﾑ構築中のため、近日中に公開予定。
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https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/kaigojinzaikakuho.html
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○現行の介護職員処遇改善加算等と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の交付率を介護報酬に
乗じる形で各事業者に交付。積算上は、介護職員（常勤換算）１人当たり 5.4万 円に相当する額 。

○原則として、 令和６年 12月（１月審査）分のサービスに交付率を乗じる 。12月のサービス提供分が他の平常月と比較して
著しく低いなど、 各事業所の判断により、令和７年１月、２月又は３月の任意の月を対象月とすることができる 。

（令和７年４月以降の新規事業所は対象外）
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04処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ（令和6年6月～）
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05処遇改善の取得要件等について
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06処遇改善の更なる取得促進に向けて令和7年度中も経過措置期間を設ける

該当項目 経過措置要件

1
キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備等）
●介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた
任用要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する。

●処遇改善計画書において令和7年度中に取
得要件を整備することを誓約した場合

2

キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）
●介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する
具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又
は研修の機会を確保する。

3

キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの整備等）
●介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。

4

職場環境等要件

●6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上（生産性向上は3つ以
上、うち一部は必須）取り組む。

●6つの区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は2つ
以上）取り組む。

●処遇改善計画書において令和7年度中に取
得要件を整備することを誓約した場合
または、
「介護人材確保・職場環境改善等事業」に申
請を行った場合

a 研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員
の能力評価

b 資格取得のための支援（勤務シフトの調整、休暇
の付与、費用の援助等）

a 経験に応じて昇給する仕組み
b 資格等に応じて昇給する仕組み
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

Ⅲ・Ⅳ

Ⅰ・Ⅱ
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07介護職員処遇改善加算の職場環境等要件（令和7年度以降）
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08提出期限等一覧

提出
区分

提出事由・時期 提出書類 提出期限

1

令和7年4月または5月から算定を開始
する場合
※令和7年3月までに処遇改善加算を算
定していて、4月または5月から算定す
る加算を変更する場合を含む

●体制等状況一覧 ●令和7年4月1日まで
※処遇改善加算の算定に関わる加算の届
出のみの場合、令和7年4月15日までに提
出とする。

●処遇改善計画書 ●令和7年4月15日まで

2
令和7年3月までに処遇改善加算を算定
していて、令和7年4月以降も加算の区
分を変更せずに算定する場合

●処遇改善計画書 ●令和7年4月15日まで

3

令和7年6月以降に算定を開始する場合 ●体制等状況一覧 ●居宅系サービス
加算を算定する月の前月15日まで

●施設系サービス
加算を算定する月の1日まで

●処遇改善計画書 ●加算を算定する月の前々月の末日まで

4

算定する加算の区分を変更する場合
（令和7年6月以降）
※兵庫県HPの変更届についてもご確
認ください

●変更に係る届出書 ●居宅系サービス
加算を算定する月の前月15日まで

●施設系サービス
加算を算定する月の1日まで

●体制等状況一覧

●処遇改善計画書
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処遇改善加算Ⅴの廃止について

介護職員の処遇改善：移行ガイド（外部サイトへリンク）（別ウィンドウで開きます）

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/guide.html#sec2
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10処遇改善加算の取得促進支援

介護職員の賃金水準向上のため、介護職員処遇改善加算等に関するセミナーの実施や、
専門家による個別相談を行うことで、加算の新規取得や上位の加算へのランクアップを働
きかける。R6年度からは新加算の制度説明も含め、加算未取得業者を重点的に訪問し、よ
り多くの事業所の加算取得を促進する。

兵庫県

処遇改善加算等未取得の
介護事業所

介護労働安定
センター

相
談

訪問指導
（無料）

業務委託・情報提供

広報
取得促進

加算取得率UP

労働環境改善

報告

【申込先】

公益財団法人介護労働安定センター兵庫支部
TEL 078ｰ242ｰ5321 FAX 078ｰ242ｰ5322
MAIL hyogo@kaigo-center.or.jp

https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/hyogo/

専門家による個別相談
の実施

県内（神戸市を除く）の介護サービス事業所に対し、社会保険労務士等の専門家を派

遣し個別相談を実施

相談内容
処遇改善加算等の新規取得、上位の加算へのランクアップ、よりよい職場改善の実施など

について、加算制度の仕組みから申請書類の書き方までアドバイスを行う

相談回数 １事業所あたり２回まで（１回２時間程度）

処遇改善取得促進
支援セミナー

加算の取得やランクアップに関する一般的な悩みや疑問を解決するセミナーを実施

https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/hyogo/
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